
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 六甲山方面第 58 号線歩道設置工事 

契約変更後の工事概要 

工事延長 247m 

 道路土工    １式、 擁壁工     １式、 ブロック積工  １式、 

カルバート工  １式、 排水構造物工  １式、 舗装工     １式 

縁石工     １式、 構造物撤去工  １式  仮設工     １式 

    

【設計変更の理由】 

（１）掘削残土が工事間流用に適さない土質であったため、民間で処分する必要が

生じたことから、残土処分費が増工となる。 

 

（２）落石対策工について、関係者との協議により景観に配慮した仕上がりを求め

られたことから大型ブロック積工、およびもたれ擁壁工を減工し、岩接着工およ

びロープ伏せ工を増工する。 

 

（３）繁忙期に多くなる観光バスや六甲ケーブルの休止中に運行する代替バスの走

行を円滑に保つため、街渠施工後の舗装影響部に仮舗装が必要となったことから

増工する。 

 

（４）既設アスファルトの下にコンクリート舗装版が確認できた。新設舗装の品質

を確保するため一部の老朽化したコンクリート舗装版を撤去する必要が生じた

ことから、増工となる。 

 

（５）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （公表様式第６号） 


